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に困っていて、独立の生計を営む 
③同居する親族がいる（単身者は
別途条件あり） ④公営住宅の収入
基準（計算後月収額）に合う ⑤身
体障害者手帳１・２級または、戦
傷病者手帳を所持し、下肢または
体幹機能障害の高い車いす常用者
がいる世帯 ⑥ 15 歳未満の児童を
扶養している母子世帯　申・問７月
21 日㈮までに住宅政策課または
各市民センターに備え付けの申込
書を直接、住宅政策課住宅管理担
当へ 423 － 9517

空家等対策協議会の
市民委員を募集

空家等対策計画に基づく施策の推
進などを協議します。
対18 歳以上の市内在住・在勤・在
学者（既に他の審議会の委員とな
っている人を除く）　任期２年間　
募集２人（書類選考）　報酬１会
議につき 9,000 円　申・問７月 18
日㈫～ 31 日㈪（必着）に直接ま
たは郵送・ファクス・電子メール

（テーマ〈本市の空家等対策を踏
まえ、より実効性のある対策を講
じていくためのアイデア〉につい
て 800 字程度のレポート、住所、
氏名、ふりがな、年齢、性別、電
話番号、市外在住者は勤務先また
は就学先の名称・所在地・電話番
号、応募理由、地域活動の経験を
記入）で住宅政策課住宅政策担当
へ〒596 － 8510　447 － 651
3　 423 － 7252　{juutaku@

city.kishiwada.osaka.jp

公の施設の指定管理者を公募

市では、市民サービスの向上や管
理運営の効率化、施設の有効活用
などを図るため、一部の公の施設
において、指定管理者制度を導入
しています。来年３月末で指定期
間が満了となる表の施設について、
指定管理者として施設の管理運営
を行う民間業者を含む法人、その
他の団体を７月中旬から公募しま
す。詳しくは市ホームページをご
確認ください。
指定期間（予定）５年間（令和６年
４月１日～令和 11 年３月 31 日）

幼稚園、小・中学校の
講師登録者を募集

幼稚園、小・中学校で働く講師を
募集しています。登録は、随時受
け付けます（年度途中の採用あり）。
年齢・経験は問いません。また教
員免許更新に関する相談も受け付
けています。詳しくはお問い合わ
せください。
問教育委員会総務課423－9606

未登記家屋の所有者変更手続きを

相続や売買による登記移転手続き
を法務局で完了された場合でも、
未登記家屋の所有者を変更したこ
とにはなりません。未登記家屋の
所有者を変更する場合は「未登記
家屋所有者変更届」を固定資産税
課家屋担当へ提出してください。
詳しくは市ホームページをご確認
ください。
問固定資産税課家屋担当 423 －
9428

市営住宅入居者を募集

詳しくはお問い合わせください。
対次の①～④を全て満たす人（車
いす常用者世帯は⑤、八木住宅は
⑥も） ①市内在住・在勤 ②住宅
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募集

住宅名 戸数

松ケ丘住宅 4 戸
（うち単身者世帯 1 戸）

松風住宅 2 戸（うち車いす常用者
世帯 1 戸）

尾生住宅 2 戸（うち車いす常用者
世帯 1 戸）

桜台住宅 2 戸
（うち単身者世帯 1 戸）

山下住宅 2 戸
（うち単身者世帯 1 戸）

八幡住宅 1 戸
八木住宅

（母子住宅） 2 戸

施設名（所在地） 問合
まちづくりの館

（本町 8 － 8）
観光課
 423 － 9486

市営自転車等駐車場
（宮本町 45 － 13
ほか 10 カ所）

建設管理課
 423 － 9499

税金

まちづくりの館

中学校運動部活動の指導者を募集します

対象
①満 20 歳以上で、担当する部活動種目・競技の実技指導に堪能であり、

人格・見識ともに優れ、生徒の指導に適していて学校教育に関する十分
な理解を有する人

②地方公務員法第 16 条及び学校教育法第 9 条に規定する欠格事項に該当
していない人

③健康で職務に必要な能力を有している人
④次のいずれかの条件を満たす人 ㋐学校教職員として部活動指導経験の

ある人 ㋑中学校で部活動外部指導者として活動実績のある人 ㋒教育委
員会が一定の知識、技能を有すると認める人 ㋓日本スポーツ協会の公
認指導員資格を所有している人 ㋔学生は指導予定種目の競技経験・活動経
験が義務教育終了後3年以上ある人

　今後の中学校運動部活動の地域移行のため、モデル事業として
サッカーとソフトボールの指導者を募集します。
対表の①～④をすべて満たし、期間中の日程で指導が可能な人
期間10 月ごろ～来年１月末の土・日曜日、祝日のうち 18 日間
※変更の可能性があります。
場市内中学校など
申・問７月31日㈪（必着）にスポーツ振興課に備え付けの申込書（市

ホームページからダウンロード可）を郵送または電子メールで
スポーツ振興課へ〒 596 － 8510　 447 － 7072　
 423 － 5030　{sports@city.kishiwada.osaka.
jp
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山下住宅


